
○ 公共インフラの本格的な復旧に向けて工程表を作成し、進捗管理を
実施

○ 住民の帰還に向け、４市町村（広野町、田村市、川内村、南相馬市）
から、工程表の作成に着手済。６月中に公表予定

○ 区域見直しの動向等に応じて対象市町村を拡大するとともに、事業
の具体化に応じて対象事業を拡充

■工程表の内容
①国、県、市町村、事務組合の事業を対象に作成
②対象事業ごとに、復旧・復興に向けた基本的考え方を記載
③上記の基本的考え方に即して、対象事業ごとに復旧の目標をバーチャー

トで表示

■対象事業及び作成単位
●市町村単位で作成する事業（例）

海岸、河川、上・下水道、農地・農業用施設、市町村道、海岸防災林の
再生、医療施設、学校施設 等

●路線、施設単位等で作成する事業（例）
し尿処理施設、下水汚泥処理施設、廃棄物処理施設、国道・県道・常磐
道、鉄道、漁港等 等
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■工程表のイメージ （○○市）

避難指示解除準備区域等の公共インフラの
本格的な復旧（工程表）

資料４



① 「工程表」の目的は、復旧、復興の状況を「見える化」し、住民を含め関係者
間の情報を共有化し、復旧、復興の促進を図ること。
現段階では、主として災害復旧事業を対象に、早急に予算措置の検討

が必要な３ヶ年を中心に作成。

② 工程表は、各施設管理者における進捗管理の基礎となるものであることか
ら、各施設管理者において作成。

工程表の作成趣旨

① 今後、現在作業中の４市町村を除く８町村及び一部事務組合を対象とし
て、工程表の作成に向けた説明会を開催する予定。
（双葉地方広域市町村圏組合事務局には説明済み。）

② その後、該当各町村等あて、文書にて作成作業依頼を発出するとともに、
個別に市町村事務担当者と調整する予定。

工程表の作成作業

① 工程表は、今後、区域見直しや事業の具体化を踏まえ、対象事業や対象
区域の拡充を行い、節目節目＊で見直しを行う予定。
このため、現時点での不確定要素の存在や見通しをできるだけ示し、逐次

、事業や工程の具体化が進んだ段階で、追加・修正を行うという前提で作成。
復興段階の整備事業も、今後、具体化に伴って工程表を作成。

＊例えば、予算編成や復興状況の把握の時点等に合わせて、一斉見直しを
予定。加えて、状況の変化を踏まえ、必要に応じて個々の見直しも想定。

② 作成した工程表は、帰還を目指す住民の方々や地域の関係者とも情報を
共有するため、関係各省及び復興庁に加えて、福島県並びに該当市町村に
おいて、ホームページ等で公表を予定。

公表及び進捗管理


